
船舶事故調査報告書 

令和８年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年１１月１１日 ０５時１４分頃 

発生場所 岡山県倉敷
くらしき

市上
かみ

濃
の

地
じ

島南西岸 

 六口
む く ち

島灯標から真方位３４５°１,２４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２６.６′ 東経１３３°４５.５′） 

事故の概要  貨物船第二十八愛
あい

廣
こう

丸は、航行中、岸に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和７年１１月１３日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第二十八愛廣丸、４９８トン 

 １４０９３３、西本汽船株式会社（Ａ社）、愛鷹海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底外板に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 南南東、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約５６cm（水島） 

常用薄明時：０６時０８分頃 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、２海里（Ｍ）レンジ及び４Ｍレ

ンジに設定したレーダー並びに電子海図表示装置を作動させ、倉敷市

水島港外の検疫錨地を出航して同港所在の企業のＣ岸壁に向かった。 

 船長は、操舵室中央の操縦スタンドの前に立って操船に当たり、船

橋前部に取り付けた照明灯で前部甲板を照らし、乗組員３人を故障し

た船首部の作業灯の修理に当たらせていた。 

船長は、これまでに夜間を含めて水島港に入航した経験が１０回以

上あり、いつものように倉敷市太
ふと

濃
の

地
じ

島と上濃地島との間の水路を通

航して港内航路を航行し、Ｃ岸壁に向かうこととした。 

船長は、抜錨した後、本船を約５～６ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で、手動操舵によって東南東進させていたところ、

本船の後方に位置する貨物船からＶＨＦ国際無線電話で、本船に追随

して太濃地島と上濃地島との間を航行して水島港に入港する旨の連絡

を受けた。 

船長は、後方の貨物船の速力が本船よりも速かったので、貨物船に

進路を譲ることにし、上濃地島と倉敷市六口島との間を通過すること

にしたが、このことは貨物船に伝えなかった。 

船長は、本船の速力を約１０～１１kn に増速させて目視によって操

船を続けていたところ、左舷前方に点滅している緑色の航路標識を認

めた。 



船長は、ふだん船首目標としていた太農地島東方沖に位置する単閃

緑光毎３秒に１閃光の水島港港内航路第３号灯浮標（以下「水島港港

内航路」を冠する灯浮標名は、これを省略する。）を上濃地島東方沖

に位置する群閃緑光毎６秒に２閃光の第１号灯浮標と思った。 

船長は、レーダー及び電子海図表示装置で船位を確認しないまま、

上濃地島南東方沖の転針予定場所に至ったと判断して、左舵を取っ

た。 

本船は、前部甲板を照らす探照灯の明かりで操舵室からは前方が見

づらい状況下、左転しながら航行し、上濃地島の南西岸に乗り揚げ

た。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航行経路図 
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船長は、海上保安庁に本事故発生の通報を行うとともにＡ社に同旨

の連絡を行った。 

Ａ社は、サルベージ会社等に連絡を行った。 

本船は、タグボートによって引き出された後、自力で航行して倉敷

市児島
こ じ ま

港に向かった。 

本船の喫水は、船首約２.０ｍ、船尾約３.６ｍであった。 

船長は、２０歳頃から船員として内航船等に乗り始め、その後、航

海士、船長職をとり、令和７年１１月３日から本船の船長として乗船

していた。 

分析 (1) 船長は、ふだん、本船が検疫錨地を出航して水島港に入港する

場合、太濃地島と上濃地島の間を通過し、第３号灯浮標を左に見

て本船を左転させていたものと考えられる。 

(2) 船長の誤認状況 

① 本事故時、本船は、東南東進中、ふだんと異なり、上濃地島

と六口島の間を通過していたことから、船長は、第３号灯浮標

を見て、第１号灯浮標を過ぎたと思い、ふだん左転の目標にし

ていた第３号灯浮標と同様に緑色の閃光を発する第１号灯浮標

とを誤認したものと考えられる。 

② 船長は、これまで水島港に夜間を含めて１０回以上入港操船

した経験があり、夜間操船に慣れが生じる中、本事故時、レー

ダー等で船位を確認せずに目視のみで操船していたことから、

①のような誤認をしたものと考えられる。 

(3) 船長は、照明灯で前部甲板を照らしていたことから、操舵室か

らは前方が見づらい状況となり、上濃地島の島影に気付かなかっ

たものと考えられる。 

(4) (1)～(3)から、本船は、左転しながら上濃地島南西岸に乗り揚

げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が東南東進中、船長が、レーダー等で船位の

確認を適切に行わなかったため、第３号灯浮標を第１号灯浮標と思っ

て左舵を取り、本船が左転しながら上濃地島南西岸に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間は、明かりのない島等は視認しづらいので、目視に

よる見張りに頼らず、レーダー及び電子海図表示装置を活用して

船位の確認を適切に行いながら操船すること。 


